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はじめに 

 

櫛田川は、古くから農業用水として水が利用され、水田開拓に寄与してきた。また、戦後は、

水道用水、工業用水など地域の生活及び経済を支えてきた。また、伊勢湾台風をはじめとする災

害を契機に治水事業が進められるとともに、骨材などを目的とした砂利採取が行われてきた。こ

のように櫛田川では、流域の発展に様々な面から寄与してきたといえる。 

その一方で、河川縦断的連続性の分断、河道内の氾濫原・湿地環境の減少などの河川環境に関

わる課題が顕在化し、瀬淵環境の変化により魚類の生息場が劣化しつつある。その結果、櫛田川

を遡上する“アユ”は、生活史を全うすることが難しくなり、アユを中心とした地域の生活・文

化や産業は衰退してきている。 

櫛田川では、これまでに祓川水環境保全対策や蓮ダム水質保全対策及び、各種河川環境に関す

る調査、検討などを実施し、平成 17 年 8 月に策定された「櫛田川水系河川整備計画」では河川環

境の整備と保全に関する事項として、自然環境の保全・再生が位置づけられている。 

本計画の検討に当たっては、技術的な指導・助言を受ける場として、平成 23 年 9 月に｢櫛田川

自然再生検討会｣を設置し、有識者等の助言を得ながら、｢櫛田川自然再生計画｣の策定に向けた検

討を行ってきたところである。 

本計画は、三重河川国道事務所管内における櫛田川の河川環境上の問題点や課題について把

握・分析を行うとともに、自然再生へ向けた目標の設定や整備方針、整備内容及びモニタリング

計画等についてとりまとめたものである。 
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4) 両生類・爬虫類・哺乳類 

最新の河川水辺の国勢調査（平成 19 年度実施）では、両生類７種、爬虫類 10 種、哺乳類

11 種が確認されている。 

重要種は両生類はトノサマガエル、ダルマガエルの 2 種、爬虫類はイシガメ、スッポン、

シロマダラの 3種が確認されている。 

 

5) 陸上昆虫類 

最新の河川水辺の国勢調査（平成 22 年度実施）では 1,483 種が確認されている。 

重要種はキロヤマトンボ、カワラゴミムシなど 30種が確認されている。 

 

6) 植物 

最新の河川水辺の国勢調査（平成 16 年度実施）では 558 種が確認されている。 

重要種は塩性湿地に依存するハマボウや、水辺に依存するミクリ、ゴギヅルなど、17 種

が確認されている。 

 

河川水辺の国勢調査による確認種数の変化は、大幅な減少傾向が見られるものはなく、全

体としては生物生息環境に大きな影響を与える環境の変化は発生していないことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.27 確認種数の変化（出典：河川水辺の国勢調査） 

魚類

58 59
7062

0

20

40

60

80

H8 H13 H18 H23

確
認

種
数

爬虫類

8 8
10

0
2
4
6
8

10
12

H9 H13 H19

確
認

種
数

底生動物

229 252
305

0
50

100
150
200
250
300
350

H8 H13 H18

確
認

種
数

鳥類

73 82
103 92

0
20
40
60
80

100
120

H5 H10 H15 H20

確
認

種
数

両生類

4
6 7

0

2

4

6

8

H9 H13 H19

確
認

種
数

哺乳類

7 8
11

0
2
4
6
8

10
12

H9 H13 H19

確
認

種
数

陸上昆虫類

702
1023 1026

1483

0

500

1000

1500

H8 H12 H17 H22

確
認

種
数

植物

561
652

558

0
100
200
300
400
500
600
700

H6 H11 H16

確
認

種
数































櫛田川自然再生計画書 

第 3 章 課題の整理 3-7

3.2 河道内の氾濫原・湿地環境の減少 

櫛田川の湛水区間には、かつては砂州などの河道内の氾濫原・湿地環境が広く分布していたが、

砂利採取や堰の湛水によりこのような環境が減少し、タナゴ類がまとまって確認される箇所は限

られた箇所のみとなっており、確認個体数も近年は減少傾向にある。 

河道整備と併せて、流水による攪乱をうける河道内の氾濫原・湿地環境を創出するとともに、

流水区間に現存する氾濫原・湿地環境は、今後も継続して環境の変化を把握する必要がある。ま

た、環境が劣化し、生息生物への影響が確認された場合には、保全対策を講じていく必要がある。 

一方、これに付随する課題として、堤内地のかんがい用水路における魚類生息環境の改善が挙

げられる。 

タナゴ類の生息環境を保全するためには、堤内地の用水路との横断方向の連続性が重要である

が、用水路は非かんがい期には水枯れが発生し、魚類生息環境として必ずしも良好な環境とはな

っていない。 

しかし、非かんがい期の用水路への通水は、右記のとおり水利使用条件をクリアするための課

題が多く、関係機関との調整や協議が必要で、実現に困難が伴う。このため、用水路への流入水

を有効に活用しながら、用水管理者が主体となる構造改良等の水枯れ対策を講じていく必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 瀬淵環境の変化 

櫛田川の両郡橋付近より上流では、アユ等の生息場・産卵場となる瀬が存在して、アユ等が生

息するために必要な餌場環境が存在している。 

縦断的連続性が回復した後には、産卵場や生息場としての機能が十分に発揮されるよう、河床

の状況を監視し、保全していく必要がある。また、将来的にはダム等の影響を原因とした土砂移

動が、土砂堆積または洗掘による瀬淵環境の劣化を生じさせる可能性もあることから、生息生物

への影響が確認された場合には、保全対策を講じていく必要がある。 

 

3.4 河口部干潟の環境変化 

河口部の干潟は、環境省「日本の重要湿地 500」や三重県希少野生動植物主要生息地（ホット

スポットみえ）に選定されており、生物生息場として重要な場として評価されている。このため、

今後も継続して干潟の環境変化を把握し、良好な干潟環境を保全していく必要がある。また、将

来的にはダム等の影響を原因とした土砂移動が、土砂堆積または洗掘等による干潟環境の劣化を

生じさせる可能性もあることから、生息生物への影響が確認された場合には、保全対策を講じて

いく必要がある。 

①用水路管理者の整備による対応が必要である。 
②環境用水の水利使用の条件をクリアできる。 
③流域水利用協議会において議論されている。 
④環境用水の許可は原則３年を限度とする。

表-3.3 環境用水を使用する場合にクリアすべき

条件 

表-3.2 環境用水として用水路に通水（水利

使用）するために必要な条件 

・取水口から受益地、排水口まで、用水が消費されずに

流下すること。 
・河川環境のために必要な流量や他の水利使用を損なう

ことがないよう、豊水利用計画を策定すること。  
・事業のための施設の設置、適正な取水管理や施設管理

など、水利使用の実行の確実性が確保されること。 
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4.3 対象とする自然再生の対策骨子 

4.3.1 自然再生を実施する事項 

消失・劣化した河川環境については、自然再生による対策とともに治水対策、維持管理対策

と一体となって河川環境の再生を図る。また、自然再生に関する活動を通じて、川と地域との

つながりの再生を図る。 

自然再生の実施事項は、下記とする。 

 ・縦断的連続性の再生 

 ・氾濫原・湿地環境の再生 

 ・川と地域のつながりの再生 

 

4.3.2 環境変化を監視する事項 

現在貴重な環境として残されている河川環境については、将来的に劣化・消失しないように

モニタリングにより監視し、順応的な管理により保全に努める。 

環境変化を監視する事項は、下記とする。 

 ・瀬淵環境の保全 

 ・氾濫原・湿地環境の保全 

 ・河口干潟の保全 

 

4.3.3 中長期的に対応する事項 

課題が長期的・広域的にわたる内容であり、長期的視点での監視が必要な項目や、課題解決

のために広域的な連携が必要な項目は、他事業との連携も含め、中長期的な対応に努める。 

中長期的に対応を行う事項は、下記とする。 

 ・櫛田川流域の土砂管理 

 ・地域や蓮ダムとの連携による河川環境の保全 

 ・地域との連携による堤内地等の魚類生息環境の保全・再生 
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5.3 中長期的に対応する事項 

5.3.1 櫛田川流域の土砂管理 

蓮ダムでは、堆砂対策として蓮川貯砂ダム、青田川貯砂ダムの 2 ヶ所を設置している。平

成 3 年に供用開始して以来、約 20年が経過した時点で堆砂量は 35.8%（H24.1 時点）となって

いる。 

現時点では蓮ダム等による土砂供給量の変化による影響は現れていないが、今後、土砂供給

の変化が河川環境への影響を与えることが想定されるため、長期的な視点で櫛田川流域の土砂

管理について検討を進めていく。 

 

5.3.2 地域や蓮ダムとの連携による河川環境の保全 

蓮ダムでは貯水池の水質保全を図るとともに、ダム放流水の水質の監視に努めている。今後

も引き続き水質監視を行うと共に、河川水質と河川環境等との関連性について調査・検討を行

う。また、地域や蓮ダムとの連携による下流河川の水質保全の取り組みについて、関係機関と

の調整や検討を進めていく。 

 

5.3.3 地域との連携による堤内地等の魚類生息環境の保全・再生 

櫛田川及びその下流域における水田や用水路の環境に依存して生息するタナゴ類等の生息

環境を保全するため、引き続き現状把握を行うと共に、河川環境の保全・再生及び堤内地の用

水路における魚類生息環境の保全・再生に向けた取り組みとして、地域と連携した環境保全活

動に努め、関係機関との調整や検討を進めていく。 

特に、堤内地の用水路における魚類生息環境については、地域関係者との情報交換を進め、

用水管理者や地域による用水路の多自然化等の取り組みを支援する。 















櫛田川自然再生計画書 

第 7 章 モニタリング計画 7-5

7.2 維持管理 

自然再生事業で整備した箇所は、維持管理（巡視、点検、修繕、清掃等）を施設管理者や地域

住民等と協働で行って頂くため、維持管理の連携対象等を定めた協定（案）を今後検討していく。 

 

表-7.3 維持管理対象及び連携対象者等（案） 

整備内容 維持管理対象 連携対象者等 維持管理内容 

自
然
再
生
を
実
施
す
る
事
項 

縦断的連続性

の再生 

・新屋敷取水堰（東黒部頭首工）・

魚道 
三重県企業庁、漁協

・施設の維持管理 

（巡視・点検・修繕等）

・櫛田第二頭首工・魚道 
櫛田川・祓川沿岸土

地改良区、漁協 

・施設の維持管理 

（巡視・点検・修繕等）

・櫛田第一頭首工・魚道 
櫛田川・祓川沿岸土

地改良区、漁協 

・施設の維持管理 

（巡視・点検・修繕等）

・櫛田可動堰・魚道 
櫛田川・祓川沿岸土

地改良区、漁協 

・施設の維持管理 

（巡視・点検・修繕等）

氾濫原・湿地

環境の再生 
・大平橋付近の湿地環境 地域住民等 

・環境の維持管理 

（巡視・清掃等） 

川と地域の

つながりの 

再生 

・推進会議 協議会メンバー等 
・協議会の管理 

（会合等） 

環
境
変
化
を
監
視
す
る
事
項 

瀬・淵環境の

保全 
・両郡橋付近の瀬・淵環境 地域住民等 

・環境の維持管理 

（巡視・清掃等） 

氾濫原・湿地

環境の保全 

・ワンド・たまりの氾濫原・湿

地環境 
地域住民等 

・環境の維持管理 

（巡視・清掃等） 

河口干潟の 

保全 
・河口部の干潟環境 地域住民等 

・環境の維持管理 

（巡視・清掃等） 
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櫛田川自然再生検討会について 

 

 櫛田川自然再生計画（原案）の作成にあたり、学識者・有識者から意見を聞くため、「櫛田川自

然再生検討会」を５回開催した。 

 「櫛田川自然再生検討会」の概要及び審議結果は、下記のとおりである。 

 

１）設立趣旨 

櫛田川水系では、河川の整備についての基本となるべき方針を定めた「櫛田川水系河川整備基

本方針」が平成15年12月に策定され、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施する

ため、河川整備の目標に関する事項や河川整備の実施に関する事項を定めた「櫛田川水系河川整

備計画」が平成17年８月に策定されました。 

河川整備計画では、「自然豊かな環境を後生に継承し、地域の個性と活力・歴史・文化が実感

できる櫛田川」を目指し、河川環境の整備と保全や川と人とのふれあいの増進などの施策を総合

的に展開していくこととしました。河川環境の整備と保全については、「河川の縦断的連続性の

確保」「祓川の河川環境の保全」を整備メニューとして位置付けるほか、櫛田川を特徴づける自

然環境の維持・保全に努めるものとしています。 

河川整備計画に位置づけられた河川環境の整備と保全メニュー等の実現を図るため、櫛田川自

然再生計画の計画検討において、河川工学、河川環境、地域活動の様々な立場から助言を頂くた

め、ここに「櫛田川自然再生検討会」を設立するものです。 

 

２）委員名簿 

役 職 氏 名 専門等 所 属 

委員 

萱場
かやば

 祐一
ゆういち

 

（第１～４回） 
河川生態 

独立行政法人土木研究所 

水環境研究グループ河川生態チーム 上席研究員 

田代
た し ろ

 喬
たかし

 

（第５回） 
名古屋大学大学大学院 環境学研究科准教授 

委員 河村
かわむら

 功一
こういち

 魚 類 三重大学大学院 生物資源学研究科准教授 

委員 北村
きたむら

 淳 一
じゅんいち

 生 物 

三重県立博物館 

三重県環境生活部 新博物館整備推進プロジェクト

チーム 企画グループ主事(学芸員) 

委員 

増田
ますだ

 梅和
うめかず

 
（第１～３回） 

 

堤
つつみ

 幸嗣
こ う じ

 
（第４～５回）  

地域活動 櫛田川漁業組合連合会 会長 

座長 松尾
まつお

 直
なお

規
き

 河川工学 中部大学 工学部教授 

委員 宮本
みやもと

 里美
さ と み

 地域活動 元松阪市自治会連合会 会長 

  （敬称略、五十音順） 

 




